
対象品目
コメ、トマト、キュウリほか計23品目

地域又は県の標準的栽培で
の排出量（品目別）

対象生産者の栽培方法
での排出量（品目別）

生産者の栽培情報を用いて、生産時のGHG排出を試算

排出（農薬、肥料、燃料等）
ー吸収（堆肥・バイオ炭）

入力データ

標準値

吸収 排出

１００％ ー = 削減率（％）

5%
削減達成！

その地域での慣行栽培と比較して、当該生産者の栽培が
GHG排出を何割削減できているかを評価

消費者へのわかりやすい表示

「みどり戦略」に基づく農産物の温室効果ガス削減の「見える化」 2023年８月
農林水産省

○ みどりの食料システム戦略に基づき、消費者の選択に資する環境負荷低減の「見える化」を進めます。

○ 化学肥料・化学農薬や化石燃料の使用削減、バイオ炭や堆肥の施用、水管理（水田）などの、生産者の栽
培情報を用いて、定量的に温室効果ガスの排出と吸収を算定し、削減率に応じて星の数で
分かりやすく表示します。

「見える化」とは？

消費者にわかりやすい表示・広報
ラベルを用いて温室効果ガス削減
を消費者に分かりやすく表示

関係者の理解の醸成
生産者、食品事業者、流通・小売事
業者等が、「あふの環」等を通じて連
携、「見える化」を発信

東急ストア

41%

8%

37%

店舗への印象

86％が
良い印象 N=1899

★ ：削減率５％以上
★★ ： 〃 10%以上
★★★： 〃 20%以上

良い

どちらでも
ない

やや良い
非常に
良い

コープみやざき

全国のべ199か所で販売
（令和５年８月24日時点）
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方法論「水稲栽培における中干し期間の延長」の概要

〇メタン発生の仕組み

 農林漁業者・食品産業事業者等による実施が想定
される主な方法論

制度普及に向けて、
Youtube動画を作成

 Jークレジットの登録件数

※農業分野の17件は農業者等が実施する件数を集計したもの。
うち、９件が省エネ・再エネ方法論による取組、８件が農業分野の
方法論に基づく取組 制度普及に向けた取組 （2023年９月５日時点）

 Jークレジットの仕組み

農業分野の
方法論

農林水産分野におけるカーボン・クレジットの推進

４月21日方法論施行

① 農業分野の登録件数
（現状17件）の拡大

② 農業分野における方法論
(現状５つ）の拡充

③ 農業分野の方法論に基づく
取組（現状8件）の拡大

今後の課題

温室効果ガスの排出削減・吸収の取組
（ボイラーの導入／植林・間伐／バイオ炭施用等）

クレジット創出者

クレジット購入者

クレジット売却
資金
￥

目標達成、CSR活動
（温対法・省エネ法の報告、カーボン・オフセット等）

• 中干し期間を、その水田の直近２か年以上の実施日数より７日間延長し、その旨を証明する生産管理記録等を提出
• 地域や水田の条件によるが、概ね0.1～0.36トン／10a（CO2換算）の削減量（クレジット）が認定

（図の出典：つくばリサーチギャラリー）

• 水田から発生するメタンは、土壌に含まれる有機物や、肥料と
して与えられた有機物を分解して生じる二酸化炭素・酢酸な
どから、嫌気性菌であるメタン生成菌の働きにより生成される。

• 水田からのメタンの発生を減らすには、
排水期間を長くすること（＝中干し期間の延長の実施）が
重要。

○温室効果ガスの排出削減・吸収量をクレジットとして国が認証し、民間資金を呼び込む取引を可能とするＪークレジット制度は、農林漁業者等
が削減・吸収の取組により生じるクレジットを売却することで収入を得ることができることから、農林水産分野での活用が期待される。

○Ｊークレジットの登録件数のうち、農業分野は17件。また、農業分野の方法論は５つで、令和５年４月には、「水稲栽培における中干し期
間の延長」が新たな方法論として施行。農業分野の方法論に基づく取組は8件。

○今後、それぞれの取組数の拡大に向け、制度の普及や方法論の策定に資するデータの収集・解析を進めるとともに、専門家派遣や申請・認
証費用に係る支援事業等によりプロジェクトの形成を後押し。
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適応策
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現状と将来の影響評価
を踏まえた計画策定

温暖化等による
影響への対応

極端な気象現象による
災害への対応・防災

気候変動がもたらす
機会の活用

関係者間での連携・
役割分担、情報共有

計画の継続的な見直し、
最適化による取組の推

進

○政府全体の影響評価と整合し、気候変動の影響に的確かつ効果的に対応する計
画を策定

○当面１０年間に必要な取組を中心に分野・項目ごとに計画として整理し、推進

○農作物等の生産量や品質の低下を軽減する適応技術や対応品種の研究開発
○対応品種や品目への転換、適応技術の普及 ○病害虫、鳥獣害への対応
○⽔産資源への影響への対応 ○熱中症対策

○集中豪雨等による農地の湛⽔被害や山地災害の激甚化
○海面⽔位上昇による高潮のリスク増大等

○低温被害の減少による産地の拡大
○亜熱帯・熱帯作物の新規導入や転換、産地育成
○積雪期間短縮による栽培可能期間、地域の拡大による生産量の増大

○国：気候変動の現状及び将来影響の科学的評価、適応技術等の基礎的な研究開発
ソフト・ハード両面による地域の取組の支援策提示、国内外の情報収集及び発信

○地方：地域主体による適応策の自立的選択及び推進等
○国と地方相互の連携による適応計画の効果的実施

○ IPCC等の新しい報告等を契機とした最新の科学的
知見による現状及び将来影響評価の見直し

○適応策の進捗状況の確認や最新の研究成果等の反映

これらに備え、防災
に資する施設整備等
を計画的に推進

これら最新の評価結果
等に基づいた適応計画
の継続的な見直し

農林⽔産省気候変動適応計画の概要
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白未熟粒(左)と正常粒(右)の断面

・高温耐性品種の開発・普及
・肥培管理、水管理等の基本技術の徹底

・高温による品質の低下。
・高温耐性品種への転換が進まない場合、
全国的に一等米比率が低下する可能性。

水稲

写真出典：農林水産省ほか

・サンマ、スルメイカ、サケ漁獲量の減少。・ホタテ貝やカキのへい死。
・養殖ノリの養殖期間の短縮による収穫量の減少。
・回遊性魚介類の分布範囲と体長の変化、夏季水温
上昇による魚類養殖産地への影響の可能性。

水産業

・ハード・ソフト対策の適切な組合せによる農業用水の効率的利用、
農村地域の 防災・減災機能の維持・向上

・短時間強雨が頻発する一方で、少雨による渇水も発生。
・田植え時期の変化や用水管理労力の増加などの影響。
・農地の湛水被害などのリスクが増加する可能性。

農業生産基盤

集中豪雨による農地の湛水被害

・りんごやぶどうでは、優良着色系統や黄緑色系統の導入
・うんしゅうみかんよりも温暖な気候を好む中晩柑（しらぬひ等） への転換

・りんごやぶどうの着色不良、うんしゅうみかんの浮皮や
日焼け、日本なしの発芽不良などの発生。
・りんご、うんしゅうみかんの栽培適地が年次を追うごとに移動する
可能性。

果樹

りんごの着色不良
うんしゅうみかんの浮皮

・畜舎内の散水、換気など暑熱対策の普及
・栄養管理の適正化など生産性向上技術の開発
・飼料作物の栽培体系の構築、栽培管理技術の開発・普及

畜産・飼料作物
・夏季に、乳用牛の乳量・乳成分・繁殖成績の低下や
肉用牛、豚、肉用鶏の増体率の低下等。
・一部地域で、飼料作物の乾物収量が年々増加傾向。

京都府 ヒト用の冷感素材を応
用した家畜用衣料の開発

林業
・森林の有する山地災害防止機能の限界を超えた
山腹崩壊などに伴う流木災害の発生。
・豪雨の発生頻度の増加により、山腹崩壊や土石
流などの山地災害の発生リスクが増加する可能性。
・降水量の少ない地域でスギ人工林の生育が不適に
なる地域が増加する可能性。

豪雨による大規模な山地災害

（万トン）
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・治山施設の設置や森林の整備等による山地災害の防止
・気候変動の森林・林業への影響について調査・研究
・流木災害防止・被害軽減技術の開発

・海洋環境変動の水産資源への影響を把握し、資源評価を高精度化
・高水温耐性を有する養殖品種や赤潮被害の軽減技術を開発
・赤潮抵抗性を有する養殖魚の育種技術等を開発

乾燥により枯れたスギ

家畜の伝染性疾病
病害虫

・家畜伝染病の侵入防止（水際対策の強化・効率化）
・農場における家畜の飼養衛生管理レベルの向上
・全国的なデータ蓄積システムの構築や遠隔診療の推進等による獣医療体制の強化

・家畜の伝染性疾病を媒介するおそれのある野生生物の生息域の拡大
・国境を越えた人やモノの移動の増加と共に輸入禁止品による病害虫の侵入リスクが増大・病害虫の分布域の拡大、発生量の増加、発生時期の長期化

・国境を越えた人やモノの移動の増加と共に輸入禁止品による病害虫の
侵入リスクが増大

サンマ、スルメイカ、
サケの漁獲量の変遷
（2003ー2019）

○ 災害や気候変動に強い持続的な農林水産業を構築するため、以下のような取組を行う必要。
① 気候変動リスクの情報の提供、気候変動に適応する生産安定技術・品種の開発、気候変動等の影響を考慮した作物の導入
② 生産基盤の防災・減災機能の維持・向上等の推進
③ 病害虫の侵入・まん延、家畜伝染病の拡大などにも適切に対応するための水際対策、農場における管理の強化

気候変動等への主な適応策

・病害虫の侵入防止（水際対策の強化・効率化）
・AI等を活用した発生予察など病害虫の早期発見・国内防除体制の強化



ブリ加工品 （北海道）

ブラッドオレンジ （愛媛県）

アボカド （愛媛県）

アテモヤ

三重県の温暖な気候を活かした亜熱帯果樹の
特産品化を目指して、アテモヤの栽培適応性に
ついて検討し、優良品種の選定及び安定生産の
ための栽培技術を確立した。

施設栽培が必須ではあるが、冬季は凍らない
程度の加温で栽培可能であり、県内で生産に取り組んでいる。
（栽培面積(三重県） 令和２年：12a）

（三重県）

もも （青森県）

ヒノキ （山形県）

暖地型作物導入プロジェクトの一環として、
これまで山形県では育成が困難であった
ヒノキ等新規樹木の植栽試験を実施し、成
長経過や気象害、病虫獣害の発生等につ
いてモニタリングを行い、温暖化適応樹種と
しての可能性を検討している。

平成23年以降、北海道におけるブリ
の漁獲量の増加を活用し、加工品の
商品開発等に取り組んでいる。

（ブリ漁獲量（北海道）
平成22 年：2,190t → 令和３年：13,971t）

気候変動がもたらす機会の活用例
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〇 気温の上昇による栽培地域の拡大など気候変動がもたらす機会を活用。

愛媛県南予地域では、温暖化による影響
や柑橘周年供給に向けて、平成15年頃より
ブラッドオレンジ（「タロッコ」、「モロ」）の導入
・普及に向けた取組を行い、着実な産地化
が進められている。
（栽培面積（愛媛県） 平成20年：13.5ha → 令和２年：46.9ha）

愛媛県松山市の島しょ部や海岸部におい
て、平成20年頃よりアボカドの導入、普及が
進められており、国産アボカドとしての産地
のブランド化が進められている。

（栽培面積（愛媛県） 平成26年：3ha → 令和２年：14.9ha）

青森県においてりんご栽培面積の７割を
占める中南地域で、近年、ももの生産振興
が図られており、高品質生産、産地ブランド
化に向け、有望品種の検討や栽培技術の
向上等の取組が行われている。
（栽培面積（青森県） 平成19年：91.4ha → 令和２年：151ha）



国際的な取組
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みどりの食料システム戦略の国際的な発信

G7宮崎農業大臣会合（2023年４月22-23日）
野村農林水産大臣より、「みどりの食料システム戦略」に基づく取組を紹介する
とともに、農業の生産性向上と持続可能性の両立を実現させるなどのメッセージ
を「G7農業大臣声明」として発出。
野中農林水産副大臣より、同会合のサイドイベントにおいて、「みどりの食料シス
テム戦略」を通じた持続可能な食料システムの転換に向けた取組を発信。

G20農業大臣会合（2023年６月16-17日） 国連食料システムサミット2年後フォローアップ会合
（2023年7月24-26日）

勝俣農林水産副大臣より、我が国の食料システ
ム変革に向けた道筋（National Pathway）と
して位置づけた「みどりの食料システム戦略」の取
組と戦略に基づく経験を発信。

野村農林水産大臣より、G7宮崎農業大臣会
合の議論を踏まえ、持続可能な農業・食料シス
テムの構築を実現するため、「みどりの食料シス
テム戦略」の取組を推進している旨発信。

G7広島サミット（2023年５月19-21日）

海外メディアの取材拠点となる情報メディアセンター（IMC)において、「みどり
の食料システム戦略」と環境負荷低減の「見える化」の取組をパネル展示で
紹介。各国首脳等が参加するレセプションにおいて、「見える化」食材を提供。

写真提供
：広島県庁

○ 総理、大臣・副大臣・政務官をはじめとして、あらゆる機会を捉えてみどりの食料システム戦略を国際的に発信

ASEAN＋3（日中韓）首脳会議（2023年9月6日）

岸田総理より、強靭で持続可能な農業及び食料システムの構築に向けた
「日ASEANみどり協力プラン」の打ち出しを表明。

国連食糧農業機関（FAO）第43回総会（2023年７月１-７日）/ APEC食料安全保障担当大臣会合（2023年８月３日）

⻆田農林水産大臣政務官及び藤木農林水産大臣政務官より、「みどりの食料システム戦略」
を紹介するとともに、戦略に沿ったイノベーションの実施と利用の推進や取組例を発信。

写真：
首相官邸HP
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日 時：2022年11月６日（日）～11月20日（日）
場 所：エジプト（シャルム・エル・シェイク）

（注：並行して、京都議定書第17回締約国会合（CMP17）、パリ協定第４回締約国会合（CMA４）、
科学上及び技術上の助言に関する補助機関（SBSTA）及び実施に関する補助機関（SBI）第57回会合が開催）

【農林水産関連の主な議論】
COP27全体決定
（農林水産分野の内容を含む）
農業に関する議題
・農業に関するコロニビア共同作業
「適応・農業の日（農業デー）」
・食料・農業の持続可能な変革(FAST)イニシアチブ立ち上げ
・コロニビア共同作業閣僚級パネル
・気候のための農業イノベーションミッション閣僚級会合 ほか
「森林・気候のリーダーズ・サミット」
・森林･気候のリーダーズ･パートナーシップ（FCLP）立ち上げ

【主要日程】
① シャルム・エル・シェイク気候実施サミット
（11月７日～８日）
② COP27本体交渉（11月６日～20日）
※閣僚級・事務方が対応

③ テーマ別デー（会期中各日）
※エジプトが主催

概 要

 ２週間にわたる交渉の結果、気候変動対策の各分野における取組の強化を求めるCOP27全体決
定「シャルム・エル・シェイク実施計画」等が採択（気候変動による食料危機の深刻化やパリ協定の温度目標の設
定に向けた森林等の役割に関する内容を含む。）

 農業に関する議題では、引き続きワークショップ等を通じた各国の情報共有を進めることとする 「農業
及び食料安全保障に係る気候行動の実施に関するシャルム・エル・シェイク共同作業」が決定

 「農業デー」においては、FASTイニシアチブ立ち上げ閣僚級会合において、勝俣農林水産副大臣から
「みどりの食料システム戦略」に関する取組を世界に発信するとともに、農林水産省主催により、持続
可能な農業に関する国際セミナーを開催

 2030年までに森林の消失と土地の劣化を食い止め、その状況を好転させる世界的な取組を加速す
ることを目的とした「森林・気候のリーダーズ・パートナーシップ（FCLP）」に我が国も参加 37
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〇 「農業に関するコロニビア共同作業」（COP23(2017年)）に続く、４年間の「農業及び食料安全保障に係る気候行動の実施に関する

シャルム・エル・シェイク共同作業」が採択。

〇 今後、関連のワークショップの開催や情報共有のためのオンライン・ポータルの設置等が行われる予定。

最新の科学的知見に依拠しつつ、昨年の「グラスゴー気候合意」の内容を踏襲しながら、緩和、
適応、ロス＆ダメージ、気候資金等の分野で、締約国の気候変動対策の強化を求める内容。

【農林水産関連の主な内容】

 気候変動への対応における持続可能な消費・生産パターン等への移行が重要。

 食料安全保障と飢餓の撲滅が優先事項。食料生産システムは脆弱。

 気候変動と生物多様性という相互に連関する国際的危機に対する喫緊の対応。

 特に途上国において、気候変動の影響が世界的なエネルギー・食料危機を深刻化。

 2030年までにメタンを含むGHG排出削減に向けた更なる行動。

 パリ協定の目標達成に向けた自然及び生態系の保護・保全・回復が重要。

 海洋年次対話2022の結果を歓迎、海洋に基づく行動の検討。

 締約国は、森林被覆、炭素減少の停止等を目指すべき。

COP27全体決定（シャルム・エル・シェイク実施計画）

38

農業及び食料安全保障に係る気候行動の実施に関するシャルム・エル・シェイク共同作業

COP27における農林⽔産関連の決定事項
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